
次の物件について、下記のとおり回答します。

： 新キャンパス備品(一般家具)一式の納入

受注者と協議のうえ、決定します。
仕様書に記載している事項を満たした家具
で応札してください。
ただし、同等品条件を満たしていないと判定
された家具については変更指示がある旨、
留意ください。その場合、変更に対する増額
は原則認めないものとします。
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質　　問 回　　答

３ 　同等品につきまして、参考メーカー以外の
製品で応札する場合は事前に同等品の
申請を行い、承認をえた製品であれば応札
可能でしょうか。
　その場合、同等品申請の期日や条件、審
査基準を教えて頂けますか。

入札時点での同等品申請の必要はありま
せん。
仕様書に記載している事項を満たした家具
で応札してください。
ただし、同等品条件を満たしていないと判定
された家具については変更指示がある旨、
留意ください。その場合、変更に対する増額
は原則認めないものとします。

１ 　同等品の選定は単一メーカーでなく、複数
メーカーでの選定の組み合わせでもよろし
いでしょうか。

よろしいです。ただし、仕様書に記載してい
る事項を満たしてください。
また、同等品条件を満たしていないと判定さ
れた家具については変更指示がある旨、留
意ください。その場合、変更に対する増額は
原則認めないものとします。

２ 　同等品申請についての記述はございませ
んでしたが、申請手法等、取り決めはござい
ますでしょうか。

４ 　製品のサイズ、仕様、参考品番が異なって
いる場合どちらを優先すればよろしい
でしょうか。

サイズ及び仕様を優先とします。



Nｏ 質　　問 回　　答

　参考商品に対して同等品にての提案は可
能でしょうか。

可能です。

６ 　同等品が可能な場合の　同等品申請等の
スケジュールはどのようになりますでしょう
か。

No2の回答と同じです。

５


